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令和８年度 組織・機構の見直しについて（案） 

（令和 8 年 4 月 1 日付け再編） 

 

１ 組織・機構の見直しの概要 

  市では、「青森市総合計画前期基本計画」において、時代を取り巻く大きな社会情勢の変化に直面

している中で、誰もがこれまで以上に日々の幸せを感じ、誇りを持ち、未来を考えられるまちをつく

るため、将来都市像を「みんなで未来を育てるまちに」と定め、「仕事をつくる」「人をまもり・そだ

てる」「まちをデザインする」を３つの柱として掲げています。 

それぞれの政策による効果を最大限発揮できるよう、次のとおり組織・機構の見直しを行い、青森

市の更なる進化と発展を目指します。 

 

（１）環境部に「危険鳥獣対策室」を設置 

（２）浪岡振興部内の組織再編 

（３）市民病院事務局内の組織再編 

（４）教育委員会事務局内の組織再編 

（５）企業局水道部内の組織再編 

２ 組織数の増減 
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３ 組織・機構の見直しの具体的な内容 

（１） 環境部に「危険鳥獣対策室」を設置 

  

近年出没件数が増加しているツキノワグマ等の危険鳥獣に対し、関係部局との連携のもと、総合的な

対策と迅速に対応する体制整備の強化を図るため、環境部環境保全課の課内室として新たに「危険鳥獣

対策室」を設置します。 

 

令和 7 年度 令和 8 年度 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

環境部環境保全課危険鳥獣対策室 

○ ツキノワグマ被害対策の企画に関する事務（緊急銃猟の体制整備など） 

○ ツキノワグマの人的被害対策に係る鳥獣の捕獲に関する事務 など 
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（２） 浪岡振興部内の組織再編 

 

浪岡地区の地域振興に関する体制強化のため、移住・定住やデマンド交通を所管する「浪岡振興部総務課」

と観光・交流や地域コミュニティを所管する「地域づくり振興課」を統合・再編し、新たに「地域振興課」

を設置します。 

 

令和 7 年度 令和 8 年度 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浪岡振興部地域振興課 

○ 浪岡地区の移住及び定住促進に関する事務 

○ 地域公共交通に関する事務（浪岡ＡＩデマンド交通） 

○ 観光振興、国内交流に関する事務  

○ 地域コミュニティ活動の推進に関する事務 

○ 庁舎管理、入札及び契約に関する事務 など 
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  （３） 市民病院事務局内の組織再編 

 

急激な医療環境の変化に対応しつつ、経営体制の強化を図るため、病院経営や医療業務に精通した職員で

構成する経営改善に特化した組織として、「経営改善サポートチーム」を設置します。 

また、医事運営、診療情報管理、地域医療連携等の医事業務を統括・調整する機能を強化し、地域医療構

想で求められる市民病院の役割の変化への対応と更なる経営改善の推進を図るため、新たに「市民病院事務

局医事課」を設置します。 

 

令和 7 年度 令和 8 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営改善サポートチーム（事務局内） 
○ 経営改善に資する事務 

  ○ 医療ＤＸに関する事務 

○ 医師・看護師・医療技術者の業務負担軽減に関する事務 など 

市民病院事務局医事課 
○ 医事管理・医療統計に関する事務 

  ○ 診療報酬に関する事務 

○ 地域医療連携に関する事務 など 

 

（経営改善サポートチーム） 
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（４） 教育委員会事務局内の組織再編 

 

「市立夜間中学」の令和９年４月開校準備に加え、安全・安心で質の高い教育環境の推進などに対応する

ため、教育委員会事務局総務課内室として、新たに「教育企画推進室」を設置します。 

また、教育委員会事務局総務課から施設維持修繕業務や小中学校の施設整備業務などを切り出し、学校、

市民センターや給食センターなどの教育委員会内の施設関連業務を集約し、新たに「教育施設課」を設置

します。 

 

令和 7 年度 令和 8 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会事務局総務課教育企画推進室 
○ 市立夜間中学、学校施設の老朽化対策の推進など、教育に関する重要及び緊急的な課題の 

調整及び推進 など 

教育委員会事務局教育施設課 
○ 各小中学校、各市民センターなど教育委員会内の施設維持修繕業務 など 
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（５） 企業局水道部内の組織再編 

 

水道経営プラン及び下水道事業経営戦略に基づき、今後、更なる経営改善に向けた取組の推進のため、企

業局水道部に新たに「経営企画課」を設置します。 

 

令和 7 年度 令和 8 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業局水道部経営企画課 
○ 上下水道事業の経営戦略に関する事項 

○ 上下水道事業の経営改善に関する事項 

○ 上下水道事業の予算・決算及び財政計画に関する事項 など 


